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　奈良市では、令和２年10月末の時点で、3,905
件にのぼる貸付申請の受付を行いました。
（緊急小口資金2,011件、総合支援資金1,332件、
総合支援資金延長562件）
　申請者数のピークは５月と６月で約1,400件あ
り、一番多い日で58件の申請がありました。
　その後は徐々に件数が減ってきたものの、感染
症の終息の見通しがつかなかった影響もあり、１
日平均10件から30件の申請が続きました。

　新型コロナウイルス感染拡大により収入減少となった世帯の生活費等の資金需要に対応するた
め、都道府県社会福祉協議会を実施主体とした生活福祉資金貸付制度の特例貸付が、令和２年３
月25日より実施されました。
　今回の貸付は全国的にも平成23年のリーマンショックの時を上回る貸付件数となり、申請窓
口となっている全国の市区町村社会福祉協議会では今までにない多数の申請を受け付けることと
なりました。
　本会でも、この特例貸付の申請窓口を担い、令和２年４月末には多数の申し込みに対応するた
め北福祉センターに特設窓口を開設し、併せて郵送でも申請受付を行ってきました。
　今回はこの特例貸付の相談窓口からのレポートをお届けします。

　今回の相談では、経済活動の自粛の影響を受け、商
売や仕事が成り立たず厳しい状況が続いている、そん
な先々の不安を抱えている状態の方が多く、その中で
も貸付を受けることによって生活に安心感を持てたと
いう声を多くいただきました。
　また自粛の影響を受けた業種以外の方からも、学校
の休校や介護デイサービスの休業で家族の食費がかさ
み生活が苦しくなったという相談があったり、８月以降には自粛期間中でも頑張ってこられた
方々が限界となって申請の相談に来られるなど、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響
は多くの人に及んでいます。
　相談の中には、貸付での対応に限界のある相談もありましたが、つらい状況を話すだけでも楽
になることもあれば、相談することによって今抱えている問題を整理することもできます。また
そうした問題の解決に貸付以外の方法を提案することもできます。
　困ったときには一人で抱え込まず、必ず誰かに相談すること、また相談する場所があるという
ことを知ってもらえたらと思います。

生活支援課　0742-30-2525
【問合せ先】　生活福祉資金担当　070-2272-4422 もしくは 4423 

新年のごあいさつ
社会福祉法人奈良市社会福祉協議会

会長　福井　重忠
　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は新型コロナウイルス感染拡大という未曽有の災禍の中、様々な活動が

自粛を余儀なくされたり、収入が減少し生活に困る方が急増するなど、これまでに

ない一年となりましたが、生活応援・食品提供プロジェクトを通して地域の皆さまの力、支え合い

の心を改めて実感する年でもありました。

　本年もコロナ禍での生活が続きますが、社会情勢に合わせて、地域に根ざした新たな取り組みを

皆様と共に進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と皆様のご健勝とご多幸を

心より祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

特例貸付の現場から特　集

　申請件数の推移

　担当者へインタビュー

令和２年度
賛助会員の
ご紹介

ご協力ありがとうございます
【五十音順】

10月末までに、ご加入（ いただいている方々です ）

・お弁当のしあわせ家
・㈱カームネススマイル
・㈱ガラージュモリ
・㈲川上土地建物
・共同精版印刷㈱
・百済書房
・グループホームどんぐり
・㈱ココすまいる
・㈾佐保・福祉総合相談センター

・シンレキ工業㈱関西事業所
・セントラルビジネス㈱
・大和証券㈱
・戸尾建築設計事務所
・奈良交通㈱
・㈱奈良事務機
・奈良豊澤酒造㈱
・奈良ヤクルト販売㈱
・㈱南都銀行

・野村證券㈱奈良支店
・㈱梅松園
・ヒューマンヘリテージ㈱
・㈱堀川工務店
・正木商事㈱
・㈱ミック
・遊食彩ＫＯＮＩＳＨＩ
・㈱ヨシケイ・ライブリー
・MS関西㈱奈良支店

インタビューの様子　

　多い時で
　約月700件

申請総数は4000件
を超える見込み

緊急小口 総合支援資金 総合支援資金延長
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　奈良市では、令和２年10月末の時点で、3,905
件にのぼる貸付申請の受付を行いました。
（緊急小口資金2,011件、総合支援資金1,332件、
総合支援資金延長562件）
　申請者数のピークは５月と６月で約1,400件あ
り、一番多い日で58件の申請がありました。
　その後は徐々に件数が減ってきたものの、感染
症の終息の見通しがつかなかった影響もあり、１
日平均10件から30件の申請が続きました。

　新型コロナウイルス感染拡大により収入減少となった世帯の生活費等の資金需要に対応するた
め、都道府県社会福祉協議会を実施主体とした生活福祉資金貸付制度の特例貸付が、令和２年３
月25日より実施されました。
　今回の貸付は全国的にも平成23年のリーマンショックの時を上回る貸付件数となり、申請窓
口となっている全国の市区町村社会福祉協議会では今までにない多数の申請を受け付けることと
なりました。
　本会でも、この特例貸付の申請窓口を担い、令和２年４月末には多数の申し込みに対応するた
め北福祉センターに特設窓口を開設し、併せて郵送でも申請受付を行ってきました。
　今回はこの特例貸付の相談窓口からのレポートをお届けします。

　今回の相談では、経済活動の自粛の影響を受け、商
売や仕事が成り立たず厳しい状況が続いている、そん
な先々の不安を抱えている状態の方が多く、その中で
も貸付を受けることによって生活に安心感を持てたと
いう声を多くいただきました。
　また自粛の影響を受けた業種以外の方からも、学校
の休校や介護デイサービスの休業で家族の食費がかさ
み生活が苦しくなったという相談があったり、８月以降には自粛期間中でも頑張ってこられた
方々が限界となって申請の相談に来られるなど、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響
は多くの人に及んでいます。
　相談の中には、貸付での対応に限界のある相談もありましたが、つらい状況を話すだけでも楽
になることもあれば、相談することによって今抱えている問題を整理することもできます。また
そうした問題の解決に貸付以外の方法を提案することもできます。
　困ったときには一人で抱え込まず、必ず誰かに相談すること、また相談する場所があるという
ことを知ってもらえたらと思います。

生活支援課　0742-30-2525
【問合せ先】　生活福祉資金担当　070-2272-4422 もしくは 4423 

新年のごあいさつ
社会福祉法人奈良市社会福祉協議会

会長　福井　重忠
　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は新型コロナウイルス感染拡大という未曽有の災禍の中、様々な活動が

自粛を余儀なくされたり、収入が減少し生活に困る方が急増するなど、これまでに

ない一年となりましたが、生活応援・食品提供プロジェクトを通して地域の皆さまの力、支え合い

の心を改めて実感する年でもありました。

　本年もコロナ禍での生活が続きますが、社会情勢に合わせて、地域に根ざした新たな取り組みを

皆様と共に進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と皆様のご健勝とご多幸を

心より祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

特例貸付の現場から特　集

　申請件数の推移

　担当者へインタビュー

令和２年度
賛助会員の
ご紹介

ご協力ありがとうございます
【五十音順】

10月末までに、ご加入（ いただいている方々です ）

・お弁当のしあわせ家
・㈱カームネススマイル
・㈱ガラージュモリ
・㈲川上土地建物
・共同精版印刷㈱
・百済書房
・グループホームどんぐり
・㈱ココすまいる
・㈾佐保・福祉総合相談センター

・シンレキ工業㈱関西事業所
・セントラルビジネス㈱
・大和証券㈱
・戸尾建築設計事務所
・奈良交通㈱
・㈱奈良事務機
・奈良豊澤酒造㈱
・奈良ヤクルト販売㈱
・㈱南都銀行

・野村證券㈱奈良支店
・㈱梅松園
・ヒューマンヘリテージ㈱
・㈱堀川工務店
・正木商事㈱
・㈱ミック
・遊食彩ＫＯＮＩＳＨＩ
・㈱ヨシケイ・ライブリー
・MS関西㈱奈良支店

インタビューの様子　

　多い時で
　約月700件

申請総数は4000件
を超える見込み

緊急小口 総合支援資金 総合支援資金延長
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　地域の関係団体と一緒に福祉体験を行うことは、自分たちの住んでいる地域の福祉資源を知る
事ができ、互いの関係作りにも繋がります。美容師養成校 彩ビューティカレッジより、日常的に
高齢者と接する機会が少ない学生に、美容師になったときに高齢者のことを理解できるような講
義をしてほしいとの依頼を受け、近隣にある認知症高齢者の介護施設「グループホームあみ」に
ご協力いただき、福祉体験学習を開催しました。

高齢者の気持ちを汲み取るサポート
学校の教室を美容院に見立て、学生が高齢者疑似体験セットを着
用したお客さん役と介助を担当する店員役になり、シャンプー台
への誘導体験を行いました。また待合室では、高齢者の視点にな
れる視覚体験ゴーグルを着用して雑誌を読んでもらいました。
体験後、「身体にハンデがあると、想像以上に大変だった。介助
者の気遣いが大事だと思った。」という感想があり、相手の状態
に合わせて気持ちを汲み取るサポートの必要性を学んでもらうこ
とができました。

美容師の役割は重要！
グループホームあみの藤井氏より、「高齢者の特徴は身体的、精神
的等の老化現象により人によって様々です。コミュニケーションを
とる時は、ゆっくり話す、相手の話をさえぎらない、興味をもって
いることを伝えることが大切。」という関わり方のポイントを教え
ていただきました。
またお風呂嫌いな方が、髪のカットで気分が明るくなり入浴してく
れた事例等を交え、「高齢者が外出し人と会うことは、大切なこと。
カットやメイクで気分も若返るし、イキイキと暮らすためにも美容
師の役割は重要です。」と学生へのメッセージもいただきました。

自分から進んで手を差し伸べたい！
体験学習に続き、バーチャルリアリティを使った認知症の人の世
界体験にも参加しました。他人事でなく自分事として感じること
で「言われてから手伝うのではなく、自分から進んで手を差し伸
べたい！」という積極的な声があがり、さらに高齢者への理解を
深めることができました。
また同施設の渡辺氏からも、「今後も地域に開かれた催しを展開
する予定です。今回のつながりから、学生さんによる入居者の美
容体験などをコロナ禍後にしたい。」と今後の地域での関係作り
への抱負をいただきました。

奈良市社協では学校・福祉事業所・企業等と一緒に体験学習に取り組んでいます。
お問い合わせは市社協の地域担当者(生活支援コーディネーター )にお問い合わせください。

【問い合わせ】地域支援課　東エリア（概ね24号線以東）　☎ 0742-93-3294
　　　　　　　　　　　　 西エリア（概ね24号線以西）　☎ 0742-93-3741

「成年後見制度」って？「成年後見制度」って？

　令和元年度、権利擁護センター（社協受託）では「権利擁護支援の担い手養成講座」を実施し、22 名の方が受講
されました。
　受講者へのインタビューを通じて、なぜ今市民後見人が必要とされているのか、地域に根ざした権利擁護支援の
しくみとは何かについて考えます。

権利擁護、成年後見制度に関するお問い合わせは奈良市権利擁護センターまで　☎ 0742-34-4900

都跡地区二条町〈美容師養成校　彩ビューティカレッジ〉
さい

あなたのまちの地域福祉活動

　認知症、知的・精神障害などの理由により〈判断能力が不十分〉となった人が、財産管理など
で不利益を被ったり、尊厳が損なわれたりすることのないように、主に法律面の支援を行います。
支援者である「成年後見人」には、親族や法律・福祉の専門職が選任されることが多いですが、
最近は地域の市民がその役割を担う「市民後見人」の活躍が期待されています。

装具を着用して歩行開始！

美容サロン台まで移動

バーチャルリアリティ体験の様子

重りをつけると
歩きにくい

段差に
気を付けて

え、何？何？

成年後見の支援ってわからないことだらけ…！
　友人から『いずれ自分の後見人になってほしい』と頼まれたことが受講のきっかけです。後
見人と言われても、分からないことだらけで…。受講しても、やはり成年後見制度って難しい。
でも「一人で考えず、専門職やほかの市民後見人の人たちに相談すればいいんだ」と学びました。

地域の人たちにしかできない支援を。
　権利擁護支援が必要な人それぞれに困りごとは違うから、個々に寄り添った支援が必要です。
そしてそれができるのは、同じ地域に暮らす住民だと思います。
　私は普段から「なにか手伝えることはない？」と気軽に声を掛け合える関係づくりを意識して地域活動をしていま
す。権利擁護に関しても、本人からは発信されない「SOS」にまず気付くのは私たち住民だと感じています。

　市民後見人は、ご本人と同じ地域に暮らす市民ですから、ご本人の「これから、どんな生活が
したい」という声に寄り添う、柔軟な支援ができると思います。
　市民後見人は成年後見制度の新たな選択肢として「親族とは疎遠だし、専門職ではきめ細やか
に寄り添うことに限界がある」という現状の課題に対応できると期待しています。
　また、市民後見人が市域に増えることは「みまもり・気づきの視点」を持つ人が増えるという
ことでもあります。同じ地域の住民同士で支え合える市民後見人のしくみを市域全体へ広げてい
きたいと考えています。

受講生

西峯 智永子さん

権利擁護センター長

觸澤 アトム

「成年後見制度って誰に相談するの？」を減らしたい。
　相談窓口があっても、窓口への移動手段がなかったり、心理的なハードルを感じて相談へ行
けない人が地域にはいます。でも地域の中に相談相手がいれば、その課題は解決しますよね。
成年後見制度も身近に気軽な相談相手がいれば、相談のハードルがぐっと下がると思います。
 
地域のつながりを活かして、相談につながるしくみづくりを。
　 専門職による支援も大切だけど、初対面で自分のことを全て話すのはちょっと難しい。そ
こを、普段からの地域のつながりを活かして、もっとソフトに相談につなげたい。

　相談することに、心理的なハードルや相談窓口までの移動手段がないなどの課題がある場合、原因や解決のポイン
トは地域住民が一番よくわかるはず。権利擁護の視点を持ちながら、地域に根ざしたしくみづくりを考えていきたい
です。

受講生

日下 知幸さん

市民後見人に期待することは？奈良市権利擁護センター長へインタビュー

ふれさわ

にしみね ちえこ

くさか ともゆき

地域が元気になる！福祉体験学習 ～市民による権利擁護の担い手「市民後見人」とは～
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　地域の関係団体と一緒に福祉体験を行うことは、自分たちの住んでいる地域の福祉資源を知る
事ができ、互いの関係作りにも繋がります。美容師養成校 彩ビューティカレッジより、日常的に
高齢者と接する機会が少ない学生に、美容師になったときに高齢者のことを理解できるような講
義をしてほしいとの依頼を受け、近隣にある認知症高齢者の介護施設「グループホームあみ」に
ご協力いただき、福祉体験学習を開催しました。

高齢者の気持ちを汲み取るサポート
学校の教室を美容院に見立て、学生が高齢者疑似体験セットを着
用したお客さん役と介助を担当する店員役になり、シャンプー台
への誘導体験を行いました。また待合室では、高齢者の視点にな
れる視覚体験ゴーグルを着用して雑誌を読んでもらいました。
体験後、「身体にハンデがあると、想像以上に大変だった。介助
者の気遣いが大事だと思った。」という感想があり、相手の状態
に合わせて気持ちを汲み取るサポートの必要性を学んでもらうこ
とができました。

美容師の役割は重要！
グループホームあみの藤井氏より、「高齢者の特徴は身体的、精神
的等の老化現象により人によって様々です。コミュニケーションを
とる時は、ゆっくり話す、相手の話をさえぎらない、興味をもって
いることを伝えることが大切。」という関わり方のポイントを教え
ていただきました。
またお風呂嫌いな方が、髪のカットで気分が明るくなり入浴してく
れた事例等を交え、「高齢者が外出し人と会うことは、大切なこと。
カットやメイクで気分も若返るし、イキイキと暮らすためにも美容
師の役割は重要です。」と学生へのメッセージもいただきました。

自分から進んで手を差し伸べたい！
体験学習に続き、バーチャルリアリティを使った認知症の人の世
界体験にも参加しました。他人事でなく自分事として感じること
で「言われてから手伝うのではなく、自分から進んで手を差し伸
べたい！」という積極的な声があがり、さらに高齢者への理解を
深めることができました。
また同施設の渡辺氏からも、「今後も地域に開かれた催しを展開
する予定です。今回のつながりから、学生さんによる入居者の美
容体験などをコロナ禍後にしたい。」と今後の地域での関係作り
への抱負をいただきました。

奈良市社協では学校・福祉事業所・企業等と一緒に体験学習に取り組んでいます。
お問い合わせは市社協の地域担当者(生活支援コーディネーター )にお問い合わせください。

【問い合わせ】地域支援課　東エリア（概ね24号線以東）　☎ 0742-93-3294
　　　　　　　　　　　　 西エリア（概ね24号線以西）　☎ 0742-93-3741

「成年後見制度」って？「成年後見制度」って？

　令和元年度、権利擁護センター（社協受託）では「権利擁護支援の担い手養成講座」を実施し、22 名の方が受講
されました。
　受講者へのインタビューを通じて、なぜ今市民後見人が必要とされているのか、地域に根ざした権利擁護支援の
しくみとは何かについて考えます。

権利擁護、成年後見制度に関するお問い合わせは奈良市権利擁護センターまで　☎ 0742-34-4900

都跡地区二条町〈美容師養成校　彩ビューティカレッジ〉
さい

あなたのまちの地域福祉活動

　認知症、知的・精神障害などの理由により〈判断能力が不十分〉となった人が、財産管理など
で不利益を被ったり、尊厳が損なわれたりすることのないように、主に法律面の支援を行います。
支援者である「成年後見人」には、親族や法律・福祉の専門職が選任されることが多いですが、
最近は地域の市民がその役割を担う「市民後見人」の活躍が期待されています。

装具を着用して歩行開始！

美容サロン台まで移動

バーチャルリアリティ体験の様子

重りをつけると
歩きにくい

段差に
気を付けて

え、何？何？

成年後見の支援ってわからないことだらけ…！
　友人から『いずれ自分の後見人になってほしい』と頼まれたことが受講のきっかけです。後
見人と言われても、分からないことだらけで…。受講しても、やはり成年後見制度って難しい。
でも「一人で考えず、専門職やほかの市民後見人の人たちに相談すればいいんだ」と学びました。

地域の人たちにしかできない支援を。
　権利擁護支援が必要な人それぞれに困りごとは違うから、個々に寄り添った支援が必要です。
そしてそれができるのは、同じ地域に暮らす住民だと思います。
　私は普段から「なにか手伝えることはない？」と気軽に声を掛け合える関係づくりを意識して地域活動をしていま
す。権利擁護に関しても、本人からは発信されない「SOS」にまず気付くのは私たち住民だと感じています。

　市民後見人は、ご本人と同じ地域に暮らす市民ですから、ご本人の「これから、どんな生活が
したい」という声に寄り添う、柔軟な支援ができると思います。
　市民後見人は成年後見制度の新たな選択肢として「親族とは疎遠だし、専門職ではきめ細やか
に寄り添うことに限界がある」という現状の課題に対応できると期待しています。
　また、市民後見人が市域に増えることは「みまもり・気づきの視点」を持つ人が増えるという
ことでもあります。同じ地域の住民同士で支え合える市民後見人のしくみを市域全体へ広げてい
きたいと考えています。

受講生

西峯 智永子さん

権利擁護センター長

觸澤 アトム

「成年後見制度って誰に相談するの？」を減らしたい。
　相談窓口があっても、窓口への移動手段がなかったり、心理的なハードルを感じて相談へ行
けない人が地域にはいます。でも地域の中に相談相手がいれば、その課題は解決しますよね。
成年後見制度も身近に気軽な相談相手がいれば、相談のハードルがぐっと下がると思います。
 
地域のつながりを活かして、相談につながるしくみづくりを。
　 専門職による支援も大切だけど、初対面で自分のことを全て話すのはちょっと難しい。そ
こを、普段からの地域のつながりを活かして、もっとソフトに相談につなげたい。

　相談することに、心理的なハードルや相談窓口までの移動手段がないなどの課題がある場合、原因や解決のポイン
トは地域住民が一番よくわかるはず。権利擁護の視点を持ちながら、地域に根ざしたしくみづくりを考えていきたい
です。

受講生

日下 知幸さん

市民後見人に期待することは？奈良市権利擁護センター長へインタビュー

ふれさわ

にしみね ちえこ

くさか ともゆき

地域が元気になる！福祉体験学習 ～市民による権利擁護の担い手「市民後見人」とは～
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 ＼ 地域の困りごと × 多様な社会資源 ＝ 新しい支え合いのカタチ ／ ＼ 地域の困りごと × 多様な社会資源 ＝ 新しい支え合いのカタチ ／
　今年度の奈良市社会福祉協議会では「困りごとを受け止める体制づくり」「地域福祉の活動支援」
などの重点項目を設定し、取り組んできました。
　その中で今回は、地域の方のさまざまな日常生活の困りごとを、「誰かの役に立ちたい、地域
で活躍したい」という思いをもつ方々の活躍の機会へとつなげた、新しい〈支え合い〉のカタチ
であるきづな屋との取り組みをご紹介します。

　【地域の中でさまざまな困りごとを抱える住民の方】と【人と関わり、地域で活躍する経験を求め
る方】をつなぎ、一方的な「支援される・支援する」という関係ではない、新しい支え合いの活動が
始動しています。お互いにとってプラスになる、持続的で前向きな支えあいのカタチが地域に根付く
よう市社協でお手伝いします。
　地域生活のなかでどのような困りごとがあるのか、また「地域でなにか活動したい！」という団体
や活動者の方は、ぜひ一度市社協へご相談ください。地域内の困りごとは、誰かの活躍の場のきっか
けになるかもしれません。地域や活動者の方と一緒に〈支えあいのカタチ〉を考えます。
　【問い合わせ】 地域支援課（生活支援コーディネーターまで）
 東エリア（概ね24号線以東）在住の方　電話：0742-93-3294
 西エリア（概ね24号線以西）在住の方　電話：0742-93-3741

確定申告・相続税・資金調達
保険代理業務のご相談など

90

障障 害害 年年 金金

《無料相談受付中》

090-8481-4867

・ 国の年金制度です ・ 原則２０～６４歳が対象

・ 病気やけがで日常生活が困難な方

精神、各種がん、身体、視聴覚・腎・肝・肺・心など

あらき社労士事務所

もらい損ねていませんか？

奈良市秋篠三和町 1 - 9 - 7

0120-0742620120-0742620120-074262
締切日はご利用週の前週水曜日

「シンプルミール」3食セットで「シンプルミール」3食セットで
1,0301,030
1食あたり343円1食あたり343円

サービス付き
高齢者向け住宅
サービス付き
高齢者向け住宅トゥインクルプラス 東生駒トゥインクルプラス 東生駒

空室あり
まずは、お気軽にお問い合わせください。

0743ｰ71ｰ9010
生駒市東菜畑2丁目732番

全個室30室
入居時費用0円
月額利用料194,000円～
家賃、管理費、生活支援
サービス費、食費の合計額

見学・入居のご相談・
ご予約・パンフレット請求は、
見学・入居のご相談・

ご予約・パンフレット請求は、

スマートフォンなどでリモート見学も行っております

https://www.lixil.co.jp/lineup/entrance/doac/
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福祉車両のレンタカー
お気軽にご用命ください

奈良市北之庄西町 1 丁目 11-3TEL : 0742-61-5662（すずき）

軽自動車 ￥4,400/１日
普通車　 ￥9,900/１日
営業時間  9 時～ 19 時

昨年は新型コロナウイルスの流行で、私たちの生活は大きな影響を受けました。地域でも、暫
く活動休止の高齢者サロン等が多かったのですが、「新しい生活様式」に沿ってサロンの内容
や会場の変更等工夫をして再開されてきています。つながり続けようと動く活動者の姿に人の
温かさを感じます。未だコロナ禍ではありますが、今年は明るい話題の多い年になることを期
待しています。（編集委員Ｍ）

発行 ： 社会福祉法人　奈良市社会福祉協議会　　発行責任者 ： 事務局長　石原　均
〒630-8454　奈良市杏町79番地の4　TEL ： 0742-93-3100　FAX ： 0742-61-0330
E-mail ： hureai@narashi-shakyo.com
URL ： http://www.narashi-shakyo.com 検索奈良市社協

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防によって、様々

な地域行事や施設での事業・イベント等が中止・自粛になり、

一人ひとりが今までの生活から少しずつ我慢を強いられてい

ます。そんな中、「この先どうなるか不安だなぁ…」「感染が

怖くてなかなか外出できず、人との会話が少なくて寂しい…」

など、地域間でのつながりが難しく、日々の生活に不安を抱

える人が多くいます。

　そこで、奈良市総合福祉センターでは、地域の皆様や施設をお使いになる皆様が読んで元気になれるメッセー

ジを募集し、“メッセージの木”として館内に展示しています。応援メッセージは、「なかなか会えないお友達へ」

「コロナ対策の最前線で頑張って下さっている医療従事者の皆さんへ」「頑張っている自分へ」…など様々です。

　見て下さった方からも、『温かいメッセージにとても勇気づけられた』『みんな大変

だけど一緒に頑張らなきゃね』とのお声をいただいています。

　こんな時だからこそ自宅でできる支えあい活動として、皆様も応援メッセージを

書いてみませんか？

　ご参加下さる方は、下記のＱＲコードを読み取り、リンク先から応援メッセージを

送ってください。皆様のメッセージは、こちらで用紙に書いて大切に飾らせていただきます。

　また、奈良市総合福祉センター、東西南北の各福祉センターでも、記入用紙を配布しています。

送っていただきました応援メッセージは奈良市総合福祉センター facebook でも広くご紹介いたします。

皆様の応援メッセージが大切な心のつながりになります。たくさんのご参加お待ちしています。

2
令和3年

まで
28ご参加下さる方は、右記のQRコードを

読み取り、リンク先からメッセージを
送ってください♪

奈良市総合福祉センター
Mail:narawch@m3.kcn.ne.jp

　0742-71-0770 　 0742-71-0773FAXTEL

みんなの想いや声をつなぐ
コロナに負けるな！！

メッセージの木

奈良市
南福祉センター

奈良市
総合福祉センター
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